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日本製薬団体連合会

(押印省略)

平成 30年度医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書について

標記について、淳生労働省医薬・生活儒生局監視指導・麻薬対策課長より、

別添のとおり通知がありましたので、貴団体加盟企業に周知方よろしくお願い

いたします。



日本製薬団体連合会会長 殿

薬生監麻発 0517第 l号

令和元年 5月 17日

厚生労働省医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課長

平成 30年度 豆療用医薬品の広告活動監視モニタ一事業報告書について

今般、摩生労働省が実施した「平成 30年度 思療用罷薬品の広告活動監視モニ

タ一事業j の報告書がとりまとめられたことから、別紙のとおりお知らせします。

当該事業は、通常の広告以外の企業の販売に関するプロモーション活動も含め、

モニターを使ってその実態を把握するために平成 28年度から開始したものであ

り、今回が 3年度目の報告となります。

また、今回の報告書により示された調査結果から、①罷療現場では様々な方法に

より不適切な広告活動が依然として多く行われていること、②「クローズド、な場J

において不適切と判断される説明資料・口頭での説明が多くあったこと等の実態が

咋年度と間程度の頻度で依然として確認されるに至っています。

このような結果を踏まえ、厚生労働省としましでも掲載されている個別事例につ

いては、関係企業に対しての指導を傾次開始しております。

つきましては、各製薬企業においても、厚生労働省HPに掲載されている事業報

告書をよく確認した上で、もう一度自社の広告・プロモーション活動の在り方を見

直すことが求められることから、貴会傘下回体及び会員企業に周知いただくととも

に、各自体におかれでも不適切な広告・プロモーション活動の防止に向けた対策を

講じるよう改めてお願いします。

{参考}

厚労省HPのURL

(https://\~vw.mhlw.go. jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhi 

n/koukokukisei/index.html) 










